
 

『植えてはいけないけしの撲滅について』 

～けしの不正栽培について～ 

 

 「けし」の仲間には、麻薬成分が含まれ法律で植えることが禁止されているものがありま

す。県内で見つかる「植えてはいけないけし」の約４割が、五所川原保健所管内で発見され

ています。 

 花の色は、赤、ピンク、薄紫があり、花の形も様々ですが、八重咲のけしは特徴的で、「ポ

ピー」や「ひなげし」とは大きく異なります。また茎や葉は「キャベツの葉のような白味を

帯びた緑色」、「ほとんど毛がない」のが特徴です。このような「植えてはいけないけし」を

発見した際は、下記まで連絡をお願いします。 

五所川原保健所では不正けしの拡大を防止するため、定期的に管内を巡回しています。

「植えてはいけないけし」の抜去、処分に御協力をお願いします。 

 

《参考写真》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 連絡先 ］五所川原保健所 指導予防課 TEL0173-34-2108 FAX0173-34-7516 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/go-hoken/keshi.html 


